
久喜市税条例施行規則の一部を改正する規則 

第１条 久喜市税条例施行規則（平成２２年久喜市規則第６２号）の一部を次の

ように改正する。 

  第２３条の表中「相続人代表者指定届出書」を「相続人代表者指定届出書兼

固定資産現所有者申告書」に改め、 

 「 

７４ 熱損失防止改修住宅に係る

固定資産税減額措置の適用申告書

（条例附則第１０条の２第９項） 

様式第７４号 

                                   」 

 を 

 「 

７４ 熱損失防止改修住宅に係る

固定資産税減額措置の適用申

告書（条例附則第１０条の２

第９項） 

様式第７４号 

７４の２ 大規模修繕等が行われ

たマンションに対する固定資

産税減額申告書（条例附則第

１０条の３第１２項） 

様式第７４号の２ 

                                   」 

 に改める。 

  別表第１条例第５１条第１項第３号に該当する場合の項減免の対象の欄中

「で、自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得

（以下「給与所得等」という。）を有する者のうち、前年の合計所得金額が７

５万円以下であり、かつ、前年の合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に



係る部分の金額が１０万円以下であるもの」を削る。 

  様式第８号を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第８号（第２３条関係） 

注意 １ 記入欄が不足する場合は、任意の別紙を添付してください。 
２ 現所有者申告に該当する場合（固定資産税）のみ個人番号を記載してください。代表者指定届（市 

民税・県民税・森林環境税・軽自動車税）については、個人番号の記載は不要です。 
   ３ 相続人が法人等の場合、「氏名」欄には法人等の名称を、「住所」欄には主たる事務所の所在を、「個 

人番号」欄には法人番号をそれぞれご記入ください。 
４ 表題に提示している税目全てを対象に該当するものに適用させていただきます。現所有者申告に関 

する部分は固定資産税及び都市計画税に限定されます。 
５ 現所有者は、相続登記をされるまでの間、固定資産税及び都市計画税の納税義務者となります。 
６ 現所有者に関する本申告後に遺産分割協議、相続放棄、遺言書等で所有者が確定した場合は、その 

証明書類をご提出ください。提出内容に基づき、次年度以降の課税を決定します。 
７ この届出（申告）書は、相続財産等の権利関係に影響するものではありません。 

第  号 
相続人代表者指定届出書 
兼固定資産現所有者申告書 

  年  月  日 
久喜市長     あて 

相続人 氏名 

住所 

電話番号 
 

 下記のとおり相続人代表者を指定しましたので、地方税法第９条の２第１項の規定により 
届け出ます。 
 また、被相続人が固定資産を所有する場合は、久喜市税条例第７４条の３の規定により現 
所有者を次のとおり申告します。 
 

被
相
続
人 

氏 名 住 所 死亡年月日  

フリガナ  
年  月  日   

相
続
人
（
現
所
有
者
） 

代
表
者 

氏 名 住 所 
被相続人

との続柄 相続分 

フリガナ  
 ／ 

生年月日     年   月   日    電話番号      －    －     

個人番号（右詰）              

代
表
者
以
外 

氏 名 住 所 
被相続人

との続柄 相続分 

フリガナ   
／ 

個人番号（右詰）              
フリガナ   

／ 

個人番号（右詰）              
フリガナ   

／ 

個人番号（右詰）              
フリガナ   

／ 

個人番号（右詰）              

備考 相続登記の予定の有無 □完了済 （    年  月  日登記済） 
           □予定あり（    年  月頃） 

市民税・県民税・森林環境税 
軽自動車税（種別割） 
固定資産税・都市計画税 



  様式第１１号を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１１号（第２３条関係） 

公 示 送 達 書 

久喜市告示第     号 年   月   日  

 地方税法第２０条の２第１項の規定により公示送達をします。 

 下記の書類は、当市     に保管してありますので来庁の上受領してください。 

  

久喜市長          印  

 

送達を受けるべき者 

の 氏 名 （ 名 称 ） 

 

 

 

 

 

送 達 す る 書 類 名   

注 意 事 項 

上記の書類を受領しないときは、地方税法第２０条の２第３項

の規定により公示送達をした日から起算して７日を経過した日

に書類の送達があったものとみなされます。 

 

  



  様式第６６号及び様式第６８号中「印」を削る。 

  様式第７２号を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第７２号（第２３条関係） 

耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額措置の適用申告書 

   年   月   日  

 

 久喜市長 あて 

 

 

申告者 

住 所 
 

氏 名  

電話番号  

 個人番号又は法人番号 

 

 

 

 久喜市税条例附則第１０条の３第８項、第１１項又は第１５項の規定により下記のと

おり申告します。 

家屋の所在 久喜市 
床

面

積 

居 住

部 分 
㎡ 

家 屋 番 号   構 造 造 
その他

の部分 
㎡ 

家屋の種類 専用住宅・併用住宅・共同住宅 計 ㎡ 

建築年月日 年  月  日 登 記 年 月 日 年  月  日 

耐 震 改 修

完了年月日 
年  月  日 

耐 震 改 修 に

要 し た 費 用 
円 

耐震改修が 

完了した日 

から３月以内

に提出できな

かった理由 

  

 
 添付書類 １ 地方税法施行規則附則第７条第７項の規定に基づく証明書 

（増改築等工事証明書、住宅耐震改修証明書） 

 （建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関から発行されます。） 

２ 耐震改修工事費用の領収書の写し 

３ 長期優良住宅に該当することになった場合は、認定通知書の写し 

４ 要安全確認計画記載建築物や緊急安全確認大規模建築物である場合は、

補助金確定通知書の写し及び耐震改修促進法に基づく報告の写し 



  様式第７４号を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第７４号（第２３条関係） 

熱損失防止改修住宅に係る固定資産税減額措置の適用申告書 

   年   月   日  

 久喜市長 あて 

住  所             

申告者  氏  名               

（納税義務者） 電話番号             

 個人番号又は法人番号 

  

 

 

住  所             

代理人  氏  名               

電話番号             

 

 久喜市税条例附則第１０条の３第１０項又は第１２項の規定により下記のとおり申告

します。 

家屋の所在 久喜市 
床

面

積 

居 住

部 分 
㎡ 

家 屋 番 号   構 造 造 
その他

の部分 
㎡ 

家屋の種類 専用住宅・併用住宅・マンション 計 ㎡ 

建築年月日 年  月  日 登 記 年 月 日 年  月  日 

改 修 工 事

完了年月日 
年  月  日 

改修工事に要した

費用（熱損失防止

改修部分に限る） 

円 

改修工事の

内 容 

 □ 窓の断熱改修工事（必須）  □ 床の断熱改修工事 

 □ 天井の断熱改修工事     □ 壁の断熱改修工事 

改修工事が 

完了した日 

から３月以内

に提出できな

かった理由 

  

 
 添付書類 １ 地方税法施行規則附則第７条第９項第２号の規定に基づく証明書 

（建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関から発行されます。） 

２ 熱損失防止改修工事の内容及び費用を確認することができる書類（工事 

明細書、領収書の写し等） 

      ３ 長期優良住宅に該当することになった場合は、認定通知書の写し 



  様式第７４号の次に次の１様式を加える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第７４号の２（第２３条関係） 

大規模修繕等が行われたマンションに対する固定資産税減額申告書 

   年   月   日  

 久喜市長 あて 

 

住 所             

申告者  氏 名               

（納税義務者） 電話番号             

 個人番号又は法人番号 

  

 

 地方税法附則第１５条の９の３に規定する大規模修繕等が行われたマンションに対す

る固定資産税の減額に必要な事項について、久喜市税条例附則第１０条の３第１２項の

規定により下記のとおり申告します。 

家屋の 

所在地番 
久喜市 

床

面

積 

居住部

分 
㎡ 

家屋番号   構 造 造 
その他

の部分 
㎡ 

家屋の種類  計 ㎡ 

建築年月日 年  月  日 登記年月日 年  月  日 

工事完了 

年月日 
年  月  日   

工事が完了し

た日から３月

以内に提出 

できなかった

理由 

  

 
 添付書類 □ 総戸数を確認できる書類（設計図等：管理組合が用意） 

□ 大規模改修修繕等証明書又はその写し（マンション管理士、建築士等が作成） 

□ 過去工事証明書又はその写し（マンション管理士、建築士等が作成） 

 

≪管理計画認定マンションの場合≫ 

□ 管理計画の（変更）認定通知書又はその写し（管理組合が用意） 

□ 修繕積立金引上証明書又はその写し（マンション管理士、建築士等が作成） 

 

≪助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合≫ 

□ 助言・指導内容実施等証明書又はその写し（管理組合が用意） 

 



  様式第７７号を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第７７号（第２３条関係） 

 

軽自動車税（種別割）申告（報告）書兼標識交付申請書 

（原動機付自転車・小型特殊自動車） 

 
年   月   日 

 

久喜市長 あて
次のとおり申告（報告）及び申請します。 

申 告 の 理 由 種      別 

標識番号  新 規 変 更 原動機付自転車 小型特殊自動車 

□ 購入 

□ 譲受け 

□ 転入 

□ その他 

（   ） 

□ 所有者 

□ 使用者 

□ 住所 

□ 標識番号 

□ その他 

（   ） 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 農耕作業用 

□ その他 

（    ） 
納税義務発生 

年 月 日 
    年  月  日 

旧標識番号  

納
税
（
申
告
・
報
告
）
義
務
者 

所 

有 

者 

住 所 

又は 

所在地 

〒    － 所有形態 
１ 自己所有   ２ 所有権留保   ３ 商品車   ４ リース車 

５ その他（              ） 

主たる定置場 
※（ ）内は旧主た 

る定置場所在の 

市町村名を記入 

１ 左記所有者の住所又は所在地と同じ        （      ） 

２                         （      ） （フリガナ） 

氏 名 

又は 

名 称 

 

 車  名 型式及び年式 原動機の型式番号 

 
          型 

          年式 
 

生年月日 年  月  日 電話番号  

使 

用 

者 

住 所 

又は 

所在地 

〒    － 車台番号 型式認定番号 総排気量又は定格出力 

  
                 L 

         kW 

（フリガナ） 

氏 名 

又は 

名 称 

 長  さ 幅 最高速度 最高出力 

 
㎝ ㎝ km/h kW 

生年月日 年  月  日 電話番号  

譲 

渡 

販 

売 

上記 

□原動機付自転車 

□第一種 一般原付（総排気量０．０５Ｌ又は定格出力０．６ｋＷ以下） 

□第一種 一般原付（総排気量０．１２５Ｌ以下かつ最高出力４．０ｋＷ以下） 

□第一種 特定原付（定格出力０．６ｋＷ以下） 

□第二種 乙（総排気量０．０９Ｌ又は定格出力０．８ｋＷ以下） 

□第二種 甲（総排気量０．１２５Ｌ又は定格出力１．０ｋＷ以下） 

□ミニカー 

□小型特殊自動車 

を販売又は譲渡したことを証明します。 

年   月   日 

住所又は所在地 

 
 

氏名又は名称 

 
 

電 話 番 号 

届 

出 

者 

住 所 

又は 

所在地 

 

（フリガナ） 

氏 名 

又は 

名 称 

 

 

電話番号  
証

明

書  

第一種 一般原付 

（総排気量 0.05L 又は定格出力 0.6kW 以下） 

第一種 一般原付 

（総排気量 0.125L 以下かつ最高出力 4.0kW 以下） 

 
第一種 特定原付（定格出力 0.6kW 以下） 
第二種 乙 

（総排気量 0.09L 又は定格出力 0.8kW 以下） 
第二種 甲 

（総排気量 0.125L 又は定格出力1.0kW 以下） 
ミニカー 



 

 

 

（記載要領） 

１ この申告書は、原動機付自転車又は小型特殊自動車１台ごとに作成すること。 

２ 「申告の理由」及び「種別」の各欄には、該当箇所の□（チェック欄）にレを記入すること。なお、「種別」の欄については、該当箇所の□（チェック欄）のいずれ

か１つのみにレを記入すること。 

３ 「納税（申告・報告）義務者」の欄には、所有者と使用者が同じである場合は、所有者欄のみに記入すること。 

４ 「納税（申告・報告）義務者」の欄の「住所又は所在地」には、都道府県、市町村名、番地まで記入すること。また、納税義務者等がビル等に入居している場合又は

同居人である場合は、ビル等の名称のほかに棟号数、室番号又は○○様方のように、郵便物が確実に届くように記入すること。 

５ 「届出者」の欄には、申告に来た者が納税義務者以外の者である場合に記入すること。 

６ 「所有形態」の欄については、該当項目を○で囲むこと。また、「５ その他」に該当する場合は、（  ）内にその詳細を記入すること。 

７ 「主たる定置場」の欄には、申告の際の主たる定置場が所有者の住所又は所在地と同じである場合は１を○で囲み、それ以外の場合は２の欄にその住所又は所在地を

具体的に記入すること。また、変更の申告の場合は、（  ）内に旧主たる定置場所在の市町村名を記入すること。 

８ 「長さ」、「幅」及び「最高速度」の欄は、特定原付の申告時のみ記入すること。 

９ 「最高出力」の欄は、総排気量０．１２５Ｌ以下かつ最高出力４．０ｋＷ以下の一般原付の申告時のみ記入すること。 

１０ 「販売・譲渡証明書」の欄には、申告に係る原動機付自転車又は小型特殊自動車を販売又は譲渡をした者が、該当箇所の□（チェック欄）にレを記入し、その者の

住所又は所在地、氏名又は名称並びに電話番号を記入すること。なお、証明の年月日については、その販売又は譲渡が行われた日を記入すること。 

備考 原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、道路運送車両の保安基準第１条第１項第１３号の６イ及びロに規定する要件

の全てに該当するものでなければ、特定小型原動機付自転車に該当しないものであることに留意すること。 



  様式第７８号を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第７８号（第２３条関係） 

 

軽自動車税（種別割）廃車申告書兼標識返納書 

（原動機付自転車・小型特殊自動車） 

 
年   月   日 

久喜市長 あて 
 

次のとおり申告し、標識を返納します。 

申告の理由 種      別 

 廃 車 原動機付自転車 小型特殊自動車 

□ 廃棄 

□ 譲渡 

□ 転出 

□ 盗難・紛失 

□ その他 

（    ） 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 農耕作業用 

□ その他 

（    ） 標識番号  

廃車年月日     年  月  日 

納
税
（
申
告
・
報
告
）
義
務
者 

所 

有 

者 

住 所 

又は 

所在地 

〒    － 
主たる定置場 

１ 左記所有者の住所又は所在地と同じ        （      ） 

 

２                         （      ） 

（フリガナ） 

氏 名 

又は 

名 称 

 車  名 型式及び年式 原動機の型式番号 

 
 

          型 

          年式 
 

生年月日 年  月  日 電話番号  
車台番号 型式認定番号 総排気量又は定格出力 

  
                 L 

         kW 

使 

用 

者 

住 所 

又は 

所在地 

〒    － 
長  さ 幅 最高速度 最高出力 

㎝ ㎝ km/h kW （フリガナ） 

氏 名 

又は 

名 称 

 

 標識返納の有無 標識返納がない場合、その理由 

１ 有 

 

２ 無 

イ 盗難  ロ 紛失  ハ 破損  ニ その他（      ） 

 具体的に： 

 
生年月日 年  月  日 電話番号  

届 

出 

者 

住 所 

又は 

所在地 

 

盗
難
届
出 

届出年月日    年  月  日 被害年月日    年  月  日 
（フリガナ） 

氏 名 

又は 

名 称 

 

 
届出警察署 警察署            交番・駐在所 

電話番号  受 理 番 号  

 

第一種 一般原付 

（総排気量 0.05L 又は定格出力 0.6kW 以下） 

第一種 一般原付 

（総排気量 0.125L 以下かつ最高出力 4.0kW 以下） 

 
第一種 特定原付（定格出力 0.6kW 以下） 
第二種 乙 

（総排気量 0.09L 又は定格出力 0.8kW 以下） 
第二種 甲 

（総排気量 0.125L 又は定格出力1.0kW 以下） 
ミニカー 



 

 

 

（記載要領） 

１ この申告書は、原動機付自転車又は小型特殊自動車１台ごとに作成すること。 

２ 「申告の理由」及び「種別」の各欄には、該当箇所の□（チェック欄）にレを記入すること。なお、「種別」の欄については、該当箇所の□（チェック欄）のいずれ

か１つのみにレを記入すること。 

３ 「廃車年月日」の欄には、納税義務が消滅した年月日を記入すること。 

４ 「納税（申告）義務者」の欄の「住所又は所在地」には、都道府県、市町村名、番地まで記入すること。また、納税義務者等がビル等に入居している場合又は同居人

である場合は、ビル等の名称のほかに棟号数、室番号又は○○様方のように、郵便物が確実に届くように記入すること。 

５ 「納税（申告）義務者」の欄には、所有者と使用者が同じである場合は、所有者欄のみを記入すること。 

６ 「届出者」の欄には、申告に来た者が納税義務者以外の者である場合に記入すること。 

７ 「主たる定置場」の欄には、申告の際の主たる定置場が所有者の住所又は所在地と同じである場合は１を○で囲み、それ以外の場合は２の欄にその住所又は所在地を

具体的に記入すること。 

８ 「長さ」、「幅」及び「最高速度」の欄は、特定原付の申告時のみ記入すること。 

９ 「最高出力」の欄は、総排気量０．１２５Ｌ以下かつ最高出力４．０ｋＷ以下の一般原付の申告時のみ記入すること。 

１０ 「標識返納の有無」の欄には、標識の返納がある場合は１を、標識の返納がない場合は２を○で囲むこと。なお、標識の返納がない場合は、その理由に該当する項

目を○で囲み、具体的な理由を〔 〕内に記入すること。 

１１ 「盗難届出」の欄には、「申告の理由」又は「標識返納がない場合、その理由」欄において「盗難」に該当する場合に、その盗難を届出た年月日、被害年月日、届

出警察署及び受理番号を記入すること。 

 



第２条 久喜市税条例施行規則の一部を次のように改正する。 

  様式第１１号中「印」を削り、「送達する書類名」を「送達すべき書類を特

定するために必要な情報」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から施行する。 

 （１） 第１条中様式第８号、様式第１１号、様式第６６号及び様式第６８号

の改正規定 令和８年４月１日 

 （２） 第２条の規定 地方税法等の一部を改正する法律（令和５年法律第１

号）附則第１条第１２号に掲げる規定の施行の日 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の久喜市税条例施行規則様式第

８号、様式第７２号、様式第７４号、様式第７７号及び様式第７８号による用

紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 
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